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再考・介護保険特
集

　

介
護
保
険
が
登
場
し
た
と
き
、「
介
護
の
社
会
化
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く

使
わ
れ
た
。
明
確
な
定
義
は
な
い
が
、
家
庭
と
い
う
私
的
な
領
域
で
配
偶

者
や
家
族
が
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
介
護
を
、
保
険
料
な
ど
を
払
う
こ

と
で
外
部
化
し
よ
う
と
い
う
呼
び
か
け
だ
。
政
府
か
ら
「
含
み
資
産
」
と

呼
ば
れ
た
無
償
の
介
護
を
社
会
保
険
に
変
え
る
こ
と
を
、
地
域
活
動
を
し

て
い
た
非
営
利
組
織
の
多
く
も
支
持
し
た
。

　

私
は
一
九
九
八
年
に
実
施
し
て
以
来
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
、

電
話
相
談
「
介
護
保
険
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
開
設
し
て
き
た
。
ま
た
、
二

〇
〇
三
年
か
ら
、
社
会
保
障
審
議
会
の
法
改
正
、
介
護
報
酬
改
定
の
審
議

傍
聴
を
続
け
て
い
る
。
電
話
相
談
の
事
例
と
、
政
府
（
経
済
財
政
諮
問
会

議
）
や
財
務
省
（
財
政
制
度
等
審
議
会
）、厚
生
労
働
省
（
社
会
保
障
審
議

会
）
な
ど
の
認
識
に
、
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

再
考
・
介
護
保
険

「
介
護
の
社
会
化
」
の
二
〇
年

自
立
支
援
と
利
用
者
本
位
を
軸
に
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保
険
制
度
だ
が
、

訪
問
介
護
の
制
限
や
軽
度
者
か
ら
の
給
付
外
し
、
保
険
料
・
利
用
料
の
増
な
ど

法
改
正
の
た
び
に
、
サ
ー
ビ
ス
制
限
と
負
担
増
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

介
護
保
険
制
度
の
二
〇
年
に
わ
た
る
変
遷
を
読
み
解
き
、

制
度
創
設
時
の
理
念
と
私
た
ち
の
「
介
護
の
あ
る
暮
ら
し
」
と
の
比
較
検
証
を
試
み
る
。

市
民
福
祉
情
報
オ
フ
ィ
ス
・
ハ
ス
カ
ッ
プ
主
宰

小
竹
雅
子

お
だ
け
・
ま
さ
こ

一
九
五
六
年
生
ま
れ
。
二
〇
〇
三
年
よ
り
「
市
民
福
祉
情
報
オ
フ
ィ
ス
・
ハ
ス
カ
ッ
プ
」
主
宰
。
介
護

保
険
を
テ
ー
マ
に
電
話
相
談
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
企
画
。
制
度
改
定
を
ま
と
め
た
『
ハ
ス
カ
ッ
プ
・
レ

ポ
ー
ト
』
を
毎
年
発
行
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
『
市
民
福
祉
情
報
』（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
現
在
、
一
一

三
〇
号
）
を
無
料
配
信
中
。
著
書
『
総
介
護
社
会
―
介
護
保
険
か
ら
問
い
直
す
』（
岩
波
新
書
、
二
〇

一
八
年
）
ほ
か
。

総
務
省
の
推
計
で
は
二
〇
二
一
年
の
高
齢
者
人
口
は
三
六
四
〇
万
人
で
、

高
齢
化
率
は
二
九
・
一
％
。
二
〇
四
五
年
ま
で
、
七
五
歳
以
上
の
後
期
高

齢
者
の
増
加
が
続
く
と
予
想
し
て
い
る
。

　

六
五
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
認
定
者
が
増
え
れ
ば
、
費
用
も

給
付
費
も
比
例
的
に
上
昇
し
、
保
険
料
も
税
金
も
増
え
る
。

　

し
か
し
、
六
五
歳
で
二
分
さ
れ
る
介
護
保
険
料
の
負
担
割
合
は
、
人
口

比
率
で
決
め
ら
れ
る
。
少
子
高
齢
化
は
、
認
定
者
が
増
え
な
く
て
も
、
六

五
歳
以
上
の
負
担
割
合
を
自
動
的
に
引
き
上
げ
る
。

　

介
護
保
険
の
会
計
期
間
は
三
年
一
期
で
、
第
一
期
初
年
度
の
第
１
号
介

護
保
険
料
は
、
月
額
二
九
一
一
円
（
基
準
額
の
全
国
平
均
）
だ
っ
た
。
第

八
期
の
二
〇
二
一
年
度
は
月
額
六
〇
一
四
円
で
倍
増
し
た
。

　

第
１
号
被
保
険
者
は
、
月
一
・
五
万
円
（
年
間
一
八
万
円
）
以
上
の
年

金
収
入
が
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
る
。
保
険
者

で
あ
る
市
区
町
村
ご
と
に
計
算
し
た
基
準
額
を
一
・
〇
と
し
て
、
所
得
に

応
じ
て
負
担
割
合
は
九
段
階
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
度
は
、

　

介
護
保
険
の
被
保
険
者

　

介
護
保
険
は
、費
用
か
ら
利
用
料
を
差
し
引
い
た
給
付
費
を
、介
護
保
険

料
と
税
金
で
折
半
し
て
運
営
し
て
い
る
。
費
用
は
初
年
度
（
二
〇
〇
〇
年

度
）
の
三
・
六
兆
円
か
ら
二
〇
二
〇
年
度
は
一
二
・
四
兆
円
（
推
計
値
）

に
な
っ
た
。
利
用
料
を
差
し
引
い
た
給
付
費
は
初
年
度
三
・
二
兆
円
か
ら

一
一
・
五
兆
円
（
推
計
値
）
と
三
・
六
倍
に
な
っ
た
。

　

介
護
保
険
は
四
〇
歳
か
ら
強
制
加
入
だ
。「
現
役
世
代
」と
呼
ば
れ
る
四

〇
～
六
四
歳
の
第
２
号
被
保
険
者
は
四
一
九
五
万
人
（
二
〇
一
七
年
度
）

で
、「
少
子
化
」
が
進
み
、
一
八
年
間
で
一
一
三
万
人
減
っ
た
。
六
五
歳
以

上
の
第
１
号
被
保
険
者
は
、
三
五
二
五
万
人
（
二
〇
一
八
年
度
）
で
、「
高

齢
化
」
に
よ
り
、
初
年
度
の
一
・
六
倍
に
増
え
た
。

基
準
額
未
満
の
高
齢
者
が
七
割
を
超
え
て
い
た
が
、
第
七
期
の
二
〇
一
八

年
度
に
は
、
基
準
額
未
満
は
五
割
に
減
り
、
基
準
額
超
が
四
割
に
増
え
た
。

　

高
齢
者
の
収
入
は
、
二
極
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
１
号
介
護
保
険
料
は
二
〇
四
〇
年
度
、
最
高
九
二
〇
〇
円
と
推
計
さ

れ
て
い
る
。「
団
塊
格
差
」
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、第
一
次
ベ

ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
全
員
七
五
歳
以
上
に
な
る
二
〇
二
五
年
を
目
前
に
し

て
、
高
齢
者
の
所
得
格
差
の
拡
大
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
ま
だ
な
い
。

　

現
役
世
代
の
介
護
保
険
料

　

四
〇
～
六
四
歳
が
支
払
う
第
２
号
介
護
保
険
料
は
、
正
式
に
は
「
介
護

納
付
金
」
と
呼
ぶ
。
働
い
て
い
る
人
（
被
用
者
）
は
、
医
療
保
険
料
と
と

も
に
給
与
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
、
会
社
（
事
業
主
）
が
半
額
を
負
担
す
る
。

自
営
業
な
ど
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
加
入
の
場
合
は
、
国
保
組
合
が
半

額
を
負
担
す
る
が
、
そ
の
分
は
国
庫
負
担
金
（
税
金
）
か
ら
支
払
わ
れ
る
。

　

第
２
号
介
護
保
険
料
は
、
医
療
保
険
の
保
険
者
ご
と
に
、
加
入
者
数
に

よ
る
「
人
数
割
」
で
計
算
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
七
年
の
介
護
保
険
法
改

正
で
、
給
与
所
得
に
応
じ
た
「
総
報
酬
割
」
に
な
っ
た
。
こ
の
見
直
し
で
、

年
間
四
〇
〇
億
円
超
の
増
収
分
で
国
庫
負
担
金
を
減
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
人
数
割
」
か
ら
「
総
報
酬
割
」
へ
の
変
更
で
は
、収
入
の
高
い
第
２
号

被
保
険
者
を
抱
え
る
大
企
業
の
事
業
主
負
担
が
増
え
る
。
社
会
保
障
審
議

会
で
は
財
界
の
委
員
の
反
発
が
強
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
介
護
保
険
を
含

む
社
会
保
障
給
付
費
の
分
担
は
、
事
業
主
負
担
を
減
ら
し
た
分
、
税
金
の


